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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
笛
吹
川
地

区
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
四
年
八
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
縦
覧
書
類

変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
十
四
年
九
月
二
十
五
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

塩
山
市
役
所
、
山
梨
市
役
所
、
春
日
居
町
役
場
、
牧
丘
町
役
場
、
勝
沼
町
役
場
、
石
和
町
役
場
、

御
坂
町
役
場
、
一
宮
町
役
場
、
八
代
町
役
場
、
境
川
村
役
場
、
中
道
町
役
場
、
豊
富
村
役
場
、

三
珠
町
役
場
及
び
笛
吹
川
沿
岸
土
地
改
良
区
事
務
所

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
四
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
月
十
日
ま
で

公
　
　
　
告

甲
府
市
職
員
共
済
組
合
の
決
算
の
公
表

甲
府
市
職
員
共
済
組
合
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
四
年
八
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
甲
府
市
職
員
共
済
組
合
の
平
成
十
三
年
度
の
決
算
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
二
十
六
日

甲
府
市
職
員
共
済
組
合

理
事
長
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
十
六
号
　
　
平
成
十
四
年
八
月
二
十
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
五
七

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年

八
月
二
十
六
日

第
千
三
百
十
六
号

月　曜　日



開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
四
年
八
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
竜
王
町
西
八
幡
字
戸
田
道
下
三
六
五
六
の
五
、
三
六
六
二
の
三
、
三
六
六
七
の
一
、
三

六
六
八
の
一
、
三
六
六
九
の
一
、
三
六
七
〇
の
一
、
三
六
七
一
の
一
、
三
六
七
一
の
二
、
三
六
七
一

の
三
、
三
六
七
一
の
五
、
三
六
七
二
の
二
、
三
六
七
二
の
三
、
三
七
七
八
の
三
及
び
三
七
七
八
の
七

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

水
　
　
　
　
　
路
　
　
次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
中
地
域
振
興
局
建
設
部
及
び
竜
王
町

役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
巨
摩
郡
竜
王
町
玉
川
二
百
八
十
番
地
　
植
松
勇

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
四
年
八
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
竜
王
町
篠
原
字
歳
ノ
神
三
九
五
の
一
、
三
九
五
の
二
、
三
九
五
の
三
、
三
九
五
の
四
、

三
九
五
の
五
、
三
九
五
の
六
、
三
九
五
の
七
及
び
三
九
五
の
八

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
　
　
　
路
　
　
次
の
図
の
と
お
り

ご
　
み
　
置
　
場

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
中
地
域
振
興
局
建
設
部
及
び
竜
王
町

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
十
六
号
　
　
平
成
十
四
年
八
月
二
十
六
日

四
五
八

�



役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

甲
府
市
徳
行
四
丁
目
十
五
番
二
十
九
号
　
有
限
会
社
　
甲
斐
地
所
　
代
表
取
締
役
　
川
崎
昭
志

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
四
年
八
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

東
八
代
郡
中
道
町
上
曽
根
字
久
根
ノ
内
二
二
五
の
一
、
二
二
五
の
二
、
二
二
五
の
四
、
二
二
五
の

一
〇
、
二
二
五
の
一
一
、
二
二
五
の
一
二
、
二
二
五
の
一
三
、
二
二
五
の
一
四
、
二
二
五
の
一
五
、

二
二
五
の
一
六
、
二
二
五
の
一
七
、
二
二
五
の
一
八
、
二
二
五
の
一
九
、
二
二
五
の
二
〇
、
二
二
五

の
二
一
、
二
二
五
の
二
二
、
二
二
五
の
二
三
、
二
二
五
の
二
四
及
び
二
二
五
の
二
五

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
　
　
　
路
　
　

水
　
　
　
　
　
路
　
　
次
の
図
の
と
お
り

公
　
　
　
　
　
園
　
　

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
中
地
域
振
興
局
建
設
部
及
び
竜
王
町

役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
八
代
郡
中
道
町
上
曽
根
二
百
二
十
四
番
地
　
加
賀
美
勉

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
開
発
行
為
に
関

す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
四
年
八
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
昭
和
町
押
越
字
東
道
田
六
五
四
の
二
、
六
五
五
の
二
及
び
六
五
六
の
二

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

甲
府
市
徳
行
一
丁
目
七
番
二
十
七
号
　
株
式
会
社
　
ソ
フ
ィ
　
代
表
取
締
役
　
小
澤
敏
男

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
十
六
号
　
　
平
成
十
四
年
八
月
二
十
六
日

四
五
九



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
十
六
号
　
　
平
成
十
四
年
八
月
二
十
六
日

四
六
〇


